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松 田 町 ・ 寄 村 合 併 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 準 備 委 員 会 設  

置 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 に 当 時 の 松 田 町 と 寄  

村 が 合 併 し 、 現 在 の 松 田 町 と な り 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 を も っ

て 節 目 と な る ７ ０ 周 年 を 迎 え る こ と か ら 、 町 民 や 町 関 係 者 等

が 相 互 に 連 携 、 協 力 し て 積 極 的 か つ 主 体 的 に 「 松 田 町 」 を 盛

り 上 げ 、 笑 顔 あ ふ れ る 幸 せ の ま ち づ く り を 推 進 す る た め に 、

必 要 と な る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 準 備 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ２ 条  松 田 町 ・ 寄 村 合 併 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 （ 以 下 「 記 念 事  

業 」 と い う 。 ） の 積 極 的 か つ 円 滑 な 推 進 を 図 る た め に 、 松 田

町 ・ 寄 村 合 併 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 準 備 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」

と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

 （ １ ）  記 念 事 業 の 計 画 及 び 実 施 に 関 す る こ と 。  

 （ ２ ）  そ の 他 、 記 念 事 業 等 に 必 要 な 事 項 に 関 す る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ４ 条  委 員 会 は 、 松 田 町 ・ 寄 村 合 併 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 準 備 委

員 （ 以 下 ｢ 委 員 ｣ と い う 。 ） を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 別 表 の と お り 選 出 す る 。  

３  委 員 の 任 期 は 、 委 員 会 解 散 の 日 ま で と す る 。  

４  委 員 会 の 事 務 局 は 、 政 策 推 進 課 に 置 く 。  

（ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 ５ 条  委 員 長 は 、 町 長 を も っ て 充 て る 。  

２  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。  

３  副 委 員 長 は 、 委 員 長 が 指 名 す る 。  

４  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き 、

又 は 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
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５  委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 会 を 招 集 す る こ と が で き る 。  

６  委 員 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 関 係 者 の 出 席 を 求 め る こ と  

が で き る 。  

（ 代 理 出 席 ）  

第 ６ 条  委 員 が や む を 得 な い 事 由 に よ り 委 員 会 に 出 席 で き な い

と き は 、 当 該 委 員 を 代 理 す る 者 が 委 員 会 に 出 席 す る こ と が で

き る 。 こ の と き 、 当 該 委 員 は 、 あ ら か じ め そ の 旨 を 委 員 長 に

申 し 出 る と と も に 委 任 状 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 委 員 を 代 理 す る こ と が で き る 者 は 、 当 該  

委 員 の 属 す る 団 体 等 に 属 す る 者 で 、 当 該 委 員 が あ ら か じ め 指

名 し た も の と す る 。  

（ 報 償 費 ）  

第 ７ 条  報 償 費 は 、 委 員 又 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 委 員 を 代

理 す る 者 若 し く は 第 ５ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 関 係 者 が 会 議 に 出

席 し た 場 合 （ 町 職 員 を 除 く 。 次 条 に お い て も 同 じ 。 ） に 、 日

額 ４ , ４ ０ ０ 円 を 支 払 う こ と が で き る も の と す る 。  

（ 費 用 弁 償 ）  

第 ８ 条  委 員 等 が 委 員 会 に 出 席 し た と き 又 は 記 念 事 業 を 推 進 す

る た め 旅 行 等 を し た と き は 、 実 費 を 支 給 す る 。  

（ 解 散 に 関 す る こ と ）  

第 ９ 条  委 員 会 は 、 そ の 目 的 が 達 成 さ れ た と き に 解 散 す る 。  

（ そ の 他 に 関 す る こ と ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 記 念 事 業 の 取 扱 い に  

つ い て 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表  

町 長  １ 人  

町 職 員 の 代 表 者  １ ０ 人 以 内  

町 内 で 活 動 す る 各 種 団 体 等 の 代 表 者  １ ０ 人 以 内  

公 募 に よ る 者  ３ 人 以 内  

そ の 他 、 町 長 が 必 要 と 認 め る 者  １ ０ 人 以 内  

 




